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平 成 1 9年 ３ 月 １ 日 

総務省統計局統計調査部 

経済基本構造統計課 

平成21年経済センサスの検討状況 

１ 検討状況及び今後の主な検討課題 

平成21年経済センサスについては、資料２－１のとおりその概要を策定し、その具

体案について以下のとおり検討中。 

（１）調査方法 

会社等については、企業を調査単位とし、支所等に関する調査票をすべて本社

等で記入する方法を資料２－２のとおり検討中。 
今後さらに以下の事項を中心に具体策について検討する。 
① 多事業所企業の調査方法 
② 本社等の多い地域に対する調査方法 
③ 本社等における傘下事業所の把握精度向上方策 
④ 登記上の本店と実質の本社の所在地が異なる企業に対する調査方法 

（２）集計事項及び調査事項 

平成21年経済センサス研究会等において集計事項及び調査事項等について検討

し、現時点では「経済センサスの枠組みについて」に記載された事項に追加して

以下の項目を調査する方向で検討中。（資料２－３参照） 
① 企業の親子関係に関する状況 
② 外国の会社の本社及び国内会社の海外支社の状況 
③ 登記上の本店と実質本社の識別情報 

（３）調査事項及び調査票の設計 

上記に基づき調査票の構成を検討中。（資料２－４及び２－５参照） 
今後さらに電子調査票についても検討を行う。 

（４）準備名簿の作成 

準備名簿に利用する予定の行政記録データと事業所・企業統計調査結果データ

の照合を行い、不照合のデータについて照合率向上のための方策を検討中。 
また、登記簿等以外に利用できる情報の検討を行う。 

（５）試験調査の実施計画の策定 

上記（１）～（４）の実施可能性及び問題点の検討を行うため、試験調査を実

施する。（資料３参照） 
 



（６）調査区設定 

事業所の所在地情報を用いてその所在する調査区の特定を容易にするため、町

丁・字を基本とする調査区設定をすることとし（資料４参照）、具体的な方法につ

いて以下のとおり検討中。 
① 調査区台帳の効率的な作成方法の検討 
② 調査区地図への市販の地図の活用方法の検討 

（７）調査票の審査事務 

調査方法の変更に伴い、調査票の審査等のあり方も変更されることとなるため、

予測される問題点の洗い出しを行うとともに、その対策を検討する。 
① 本社所在市（区）に集中する調査票の審査の効率化の検討 
② 結果精度向上、母集団名簿利用早期化に向けた調査票の入力、審査事務の
効率化の検討 

２ 検討体制（平成18年10月から平成19年２月までの開催状況及び平成19年３月の開催予定） 

（１）平成21年経済センサス調査方法等検討会 

・平成21年経済センサスにおける調査員事務及び地方公共団体事務の具体化に向

けた検討及び試験調査の実施方法等の検討に資することを目的として設置。 

（構成：北海道、宮城県、東京都、大阪府、岡山県、名古屋市、京都市、福岡市） 

第１回 平成18年12月20日（水） 

   議題 ・平成21年経済センサスの概要について 

    ・調査方法について 

     ・調査区設定事務について 

第２回 平成19年２月16日（金） 

   議題 ・平成21年経済センサスの調査方法について 

      ・町丁・字を用いた調査区設定について 

第３回 平成19年３月26日（月）開催予定 

   議題 ・平成19年度に実施する試験調査について（予定） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



（２）平成21年経済センサスに関する都道府県実務担当者会議 

   平成21年経済センサスに関する政令指定都市・県庁所在市等実務担当者会議 

・平成21年経済センサスにおける調査員事務及び地方公共団体事務の具体化に向

けた検討に資することを目的として設置。 

（構成：47都道府県、政令指定都市及び県庁所在市） 

 （都道府県会議） 

  第１回 平成18年12月７日（木） 

   議題 ・平成21年経済センサスの概要について 

      ・平成21年経済センサスの調査手法について 

      ・調査区設定事務について 

  第２回 平成19年３月８日（木）開催予定 

   議題 ・平成21年経済センサスの調査方法について 

      ・調査区設定方法について 

 （政令市・県庁市会議） 

  第１回 平成19年３月９日（金）開催予定 

   議題 ・平成21年経済センサスの調査方法について 

      ・調査区設定方法について 

（３）平成21年経済センサス研究会 

・平成21年経済センサスのアウトプットとしての結果表及び母集団情報の具体化

に資することを目的として設置。 

  （構成：有識者及び主な結果利用府省） 

  第１回 平成18年10月２日（月） 

   議題 ・研究会における検討課題について 

      ・集計事項について 

      ・母集団名簿整備のために提供する情報について 

      ・本所・本社の定義について 

  第２回 平成18年12月11日（月） 

   議題 ・本所・本社等の定義について 

      ・海外にある支所の取扱いについて 

      ・アクティビティの把握区分について 

   

 

 

 

 



第３回 平成19年２月８日（木） 

   議題 ・外国の会社について 

      ・海外にある支所について 

      ・企業グループの把握について 

      ・アクティビティの把握区分について 

      ・集計事項・収録情報に関しての意見・要望 

      ・異動情報の把握について 

  第４回 平成19年２月28日（水） 

  議題 ・異動情報の把握について 
      ・調査票案について 

・試験調査の検証事項について 

  第５回 平成19年３月19日（月）開催予定 

  議題 ・調査票及び試験調査について（予定） 

（４）経済センサス二省検討会議 

・平成23年経済センサスの実施との関連から、平成21年経済センサスの企画案に

関し、経済産業省と意見交換を行うことを目的として設置。 

 （構成：統計局統計調査部及び経済産業省調査統計部） 

  第５回 平成19年１月23日（火） 

   議題 ・今後のスケジュールについて 

      ・アクティビティの把握区分について 

      ・企業グループの把握について 

      ・商業統計調査本社等一括調査に関する企業説明会の状況について 

  第６回 平成19年１月29日（月） 

   議題 ・第５回で示された論点に対する意見・要望 

  第７回 平成19年２月23日（金） 

   議題 ・調査方法等について 

      ・集計事項等について 

 


